
介護支援ボランティア制度（今治市） 
○高齢者の社会参加や地域貢献を通じた健康増進や介護予防の推進を図るため、高齢者が介護保
険施設等でボランティア活動を行い、その活動に応じたポイントを換金する制度。 

○平成24年10月から実施し、平成25年3月末現在ボランティア登録者数114名、交付金請求者数43名 

今治市 
受入機関の指定・転換交付金交付決定及び交付 

管理機関 
今治市社会福祉協議会 
・ボランティア登録 
・ボランティア活動調整 
・ポイント管理・付与 

介護支援 
ボランティア 
65歳以上の方 

受入機関(介護保険施設等) 

・ボランティア受入調整 
・ボランティア活動支援 
・ボランティア活動記録 

～介護支援ボランティア制度の流れ～ 
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【対象活動】 
・レクリエーション等の参加支援、又は補助 
・お茶だし、配膳、下膳等の補助 
・話し相手 
・散歩、外出及び施設内移動の補助 
・模擬店等の手伝い及び行事の会場設営又は補助 
・草取りの補助 
・洗濯物の整理やシーツ交換の補助 
・その他、施設職員と共に行う軽微な活動 
 

 

評価ポイント 
1時間程度の活動で1個のｽﾀﾝﾌﾟ 
(1日2個が上限） 
ｽﾀﾝﾌﾟ1個につき100ポイント 
(年間5000ポイントが上限） 
交付金は100ﾎﾟｲﾝﾄ＝100円 
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地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例（様式） 

 

①市区町村名 今治市 

②人口（※１） 168,536人（H25.3.31現在） （      ） 

③高齢化率（※１） 

（65 歳以上、75 歳以上そ

れぞれについて記載） 

65歳以上 30.0％  （50,521人 H25.3.31現在） 

75歳以上 15.4％  （26,025人 H25.3.31現在） 

（      ） 

④取組の概要 介護支援ボランティア制度 

 高齢者の社会参加や地域貢献を通じた健康増進や介護予防の推進を図るた

め、高齢者が介護保険施設等でボランティア活動を行い、その活動に応じたポ

イントを換金する制度。 

⑤取組の特徴 

 

介護支援ボランティア登録をした方が、ボランティア受入機関において、レク

リエーション等の参加支援やお茶出し、話し相手等の活動を行い、その活動に

応じたポイントを換金する。 

⑥開始年度 H24.10月 

⑦取組のこれまで

の経緯 

平成 23年 9月に介護支援ボランティア制度創設について、事前方針伺い。ニー

ズ調査については、第５期介護保険事業計画の調査を利用する。11月頃より、

管理機関候補である今治市社会福祉協議会と協議。管理機関との委託契約、施

設受入機関の公募、広報等を経て平成 24年 10月に事業開始となる。 

⑧主な利用者と人

数 

介護支援ボランティア登録者数 114名、交付金請求者数 43名 

介護支援ボランティア受入機関 85事業所 

⑨取組の実施主体

及び関連する団

体・組織 

実施主体:市 

介護支援ボランティア事業管理機関：社会福祉協議会 

 

⑩市区町村の関与

（支援等）（※２） 

介護支援ボランティア事業管理機関業務委託料 予算 1,483,000 円（H25）

(1,106,892円 H24実績)、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ評価ﾎﾟｲﾝﾄ転換交付金(37,000円 H24実績) 

⑪国・都道府県の関

与（支援等）（※３） 

地域支援事業費交付金 H24(見込み) （国）285,973円 

                  (県) 142,986円 

⑫取組の課題 制度の周知が不十分で登録者数が少ない。また、登録しても活動につながる人

が少ない。受入施設アンケートによると、ボランティアのニーズはあるにもか

かわらず、利用につながっていないため、施設のニーズを整理し調整が必要。 

⑬今後の取組予定 介護支援ボランティア制度の周知 

ボランティア受入機関のニーズを整理し、コーディネートにつなげる 

⑭その他  

⑮担当部署及び連

絡先 

今治市役所 高齢介護課 生きがい推進係 0898-36-1526 

 

※１ 一部地域に限定した実施の場合は、当該地域の人口・高齢化率を（  ）内に記載してください。 

※２ 市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。 

※３ 国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載

ください。 

（愛媛県） 

 

 


